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 第 三 章  調 査 等 及 び 平 和 を 祈 念 す る た め の 事 業 （ 第 十 二 条 ・ 第 十 三 条 ）  

 第 四 章  体 制 の 整 備 等 （ 第 十 四 条 ・ 第 十 五 条 ）  

 附 則  

   第 一 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 が 、 戦 後 、 酷 寒 の 地 に お い て 、 長 期 間 に わ た っ て 劣 悪 な 環 境 の 下 で 強

制 抑 留 さ れ 、 多 大 の 苦 難 を 強 い ら れ た こ と 、 そ の 間 に お い て 過 酷 な 強 制 労 働 に 従 事 さ せ ら れ 、 ま た 、 そ れ

に も か か わ ら ず 当 該 強 制 労 働 に 対 す る 対 価 の 支 払 を 受 け て い な い こ と 等 の 特 別 の 事 情 に か ん が み 、 及 び 戦

後 強 制 抑 留 者 に 係 る 強 制 抑 留 の 実 態 が い ま だ 十 分 に 判 明 し て い な い 状 況 等 を 踏 ま え 、 戦 後 強 制 抑 留 者 の 労



 

二  

苦 を 慰 藉
し や

す る た め の 特 別 給 付 金 の 支 給 そ の 他 の 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と

を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 法 律 に お い て 「 戦 後 強 制 抑 留 者 」 と は 、 昭 和 二 十 年 八 月 九 日 以 来 の 戦 争 の 結 果 、 同 年 九 月 二 日

以 後 ソ ヴ ィ エ ト 社 会 主 義 共 和 国 連 邦 又 は モ ン ゴ ル 人 民 共 和 国 の 地 域 に お い て 強 制 抑 留 さ れ た 者 を い う 。  

 （ 基 本 方 針 ）  

第 三 条  政 府 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に つ い て 迅 速 か つ 総 合 的 に 対 応 す る た め に 必 要 な 措 置 に 関 す る

基 本 的 な 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

２  基 本 方 針 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に つ い て 政 府 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 そ の 他 必 要

な 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

３  政 府 は 、 基 本 方 針 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

   第 二 章  特 別 給 付 金 の 支 給  

 （ 特 別 給 付 金 の 支 給 ）  
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第 四 条  本 邦 に 帰 還 し た 戦 後 強 制 抑 留 者 で こ の 法 律 の 施 行 の 日 に お い て 日 本 の 国 籍 を 有 す る も の に は 、 特 別

給 付 金 を 支 給 す る 。  

２  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の 認 定 は 、 こ れ を 受 け よ う と す る 者 の 請 求 に 基 づ い て 、 総 務 大 臣 が 行 う 。  

３  前 項 の 請 求 は 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 期 間 内 に 特 別 給 付 金 の 支 給 を 請 求 し な か っ た 者 に は 、 特 別 給 付 金 は 、 支 給 し な い 。  

 （ 特 別 給 付 金 の 額 等 ）  

第 五 条  特 別 給 付 金 の 額 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 戦 後 強 制 抑 留 者 の 帰 還 の 時 期 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 定 め る 額 と し 、 こ れ を 一 時 金 と し て 支 給 す る 。  

 

 

 

 

 

帰    還    の    時    期  

昭 和 二 十 三 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で  

特  別  給  付  金  の  額  

二 五 〇 、 〇 〇 〇 円  

 

 

 

 

昭 和 二 十 四 年 一 月 一 日 か ら 昭 和 二 十 五 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で  

昭 和 二 十 六 年 一 月 一 日 か ら 昭 和 二 十 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で  

四 〇 〇 、 〇 〇 〇 円  

 

 

 

八 〇 〇 、 〇 〇 〇 円  

 

 

 

昭 和 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 昭 和 二 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で  一 、 二 〇 〇 、 〇 〇 〇 円  

 

 

 



 

四  

 
（ 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の 承 継 ）  

第 六 条  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 を 有 す る 者 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の 者 が そ の 死 亡 前 に 特 別 給

付 金 の 支 給 の 請 求 を し て い な か っ た と き は 、 そ の 者 の 相 続 人 は 、 自 己 の 名 で 、 当 該 特 別 給 付 金 の 支 給 を 請

求 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 同 順 位 の 相 続 人 が 数 人 あ る と き は 、 そ の 一 人 の し た 特 別 給 付 金 の 支 給 の 請 求 は 、

全 員 の た め に そ の 全 額 に つ き し た も の と み な し 、 そ の 一 人 に 対 し て し た 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 の

認 定 は 、 全 員 に 対 し て し た も の と み な す 。  

（ 異 議 申 立 期 間 ）  

第 七 条  特 別 給 付 金 に 関 す る 処 分 に つ い て の 異 議 申 立 て に 関 す る 行 政 不 服 審 査 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 百 六

十 号 ） 第 四 十 五 条 の 期 間 は 、 そ の 処 分 の 通 知 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 以 内 と す る 。  

２  前 項 の 異 議 申 立 て に つ い て は 、 行 政 不 服 審 査 法 第 四 十 八 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 法 第 十 四 条 第 三 項 の

規 定 は 、 準 用 し な い 。  

一 、 五 〇 〇 、 〇 〇 〇 円  

 

 

 

昭 和 三 十 年 一 月 一 日 以 降  



 

  五  

（ 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  
第 八 条  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る こ と が で き な い 。  

（ 差 押 え の 禁 止 ）  

第 九 条  特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 差 し 押 さ え る こ と が で き な い 。 た だ し 、 国 税 滞 納 処 分 （ そ の 例

に よ る 処 分 を 含 む 。 ） に よ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 非 課 税 ）  

第 十 条  租 税 そ の 他 の 公 課 は 、 特 別 給 付 金 を 標 準 と し て 、 課 す る こ と が で き な い 。  

（ 特 別 給 付 金 の 返 還 ）  

第 十 一 条  不 実 の 申 請 そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 特 別 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 総 務 大 臣 は 、 そ

の 者 に 対 し て 特 別 給 付 金 の 全 部 又 は 一 部 に 相 当 す る 金 額 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 返 還 を 命 ぜ ら れ た 金 額 を 納 付 し な い 者 が あ る と き は 、 総 務 大 臣 は 、 期 限 を 指 定 し て こ

れ を 督 促 し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る 督 促 を 受 け た 者 が そ の 指 定 期 限 ま で に 第 一 項 の 規 定 に よ り 返 還 を 命 ぜ ら れ た 金 額 を 納
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付 し な い と き は 、 総 務 大 臣 は 、 国 税 滞 納 処 分 の 例 に よ り こ れ を 処 分 す る こ と が で き る 。  
４  前 項 の 規 定 に よ る 徴 収 金 の 先 取 特 権 の 順 位 は 、 国 税 及 び 地 方 税 に 次 ぐ も の と す る 。  

   第 三 章  調 査 等 及 び 平 和 を 祈 念 す る た め の 事 業  

（ 調 査 等 ）  

第 十 二 条  政 府 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 （ 樺 太 、 千 島 、 北 緯 三 十 八 度 以 北 の 朝 鮮 又 は 元 の 関 東 州 、 元 の 満 洲 等 の

中 国 の 地 域 に お い て 、 戦 後 、 強 制 抑 留 さ れ た 者 で あ っ て 、 戦 後 強 制 抑 留 者 と 同 様 の 実 情 に あ っ た も の を 含

む 。 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 附 則 第 三 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 強 制 抑 留 の 実 態 を 解 明 す る と と も に 、 戦 後

強 制 抑 留 者 に 関 す る 情 報 の 収 集 、 そ の 特 定 等 を 行 う た め に 必 要 な 調 査 を 行 う も の と す る 。  

２  政 府 は 、 前 項 の 調 査 に 当 た っ て は 、 強 制 抑 留 下 に お い て 死 亡 し た 戦 後 強 制 抑 留 者 が 埋 葬 さ れ た 場 所 に つ

い て も 調 査 を 行 う と と も に 、 そ の 遺 骨 （ 遺 留 品 を 含 む 。 ） に つ い て 、 収 集 、 本 邦 へ の 送 還 、 そ の 身 元 の 特

定 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

３  政 府 は 、 第 一 項 の 調 査 及 び 前 項 の 措 置 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 係 国 の 理 解 と 協 力 を 得 る よ う 努 め る も の

と す る 。  
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 （ 平 和 を 祈 念 す る た め の 事 業 ）  
第 十 三 条  国 は 、 今 次 の 大 戦 に お け る 尊 い 戦 争 犠 牲 を 銘 記 し 、 か つ 、 恒 久 の 平 和 を 祈 念 す る た め 、 戦 後 強 制

抑 留 者 の 労 苦 に つ い て 国 民 の 理 解 を 深 め 、 及 び そ の 労 苦 に 関 す る 資 料 の 適 切 な 保 存 等 に よ り そ の 戦 争 犠 牲

と し て の 体 験 の 後 代 の 国 民 へ の 継 承 を 図 る ほ か 、 本 邦 に 帰 還 す る こ と な く 死 亡 し た 戦 後 強 制 抑 留 者 等 に 対

す る 追 悼 の 意 を 表 す 事 業 を 、 他 の 戦 争 犠 牲 に よ る 労 苦 等 に 係 る 事 業 と 共 に 、 行 う も の と す る 。  

第 四 章  体 制 の 整 備 等  

 （ 体 制 の 整 備 ）  

第 十 四 条  政 府 は 、 基 本 方 針 に 基 づ き 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に つ い て 迅 速 か つ 総 合 的 に 対 応 す る た め 、

関 係 府 省 相 互 間 の 連 携 協 力 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 地 方 公 共 団 体 、 戦 後 強 制 抑 留 者 に 関 す る 支 援 等 の 活

動 を 行 う 国 の 内 外 の 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 者 と の 連 携 、 当 該 民 間 の 団 体 の 支 援 そ の 他 必 要 な 体 制 の 整 備

に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 政 令 及 び 省 令 へ の 委 任 ）  

第 十 五 条  こ の 法 律 に 定 め る も の の ほ か 、 第 十 二 条 の 調 査 等 に 関 し 必 要 な 事 項 は 政 令 で 、 第 二 章 の 規 定 の 実
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施 の た め の 手 続 そ の 他 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 総 務 省 令 で 定 め る 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 に よ る 国 庫 へ の 納 付 等 ）  

第 二 条  独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 は 、 百 五 十 億 円 を 超 え な い 範 囲 内 で 政 令 で 定 め る 金 額 を 、 政 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 法 律 の 施 行 後 速 や か に 国 庫 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、

独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 は 、 そ の 納 付 し た 金 額 （ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 六 十 三 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 附 則 第 七 条 の 規 定 に よ り 既 に 取 り 崩 し た 資 本 金 の 当 該 取 り 崩 し た

額 に 相 当 す る 金 額 の 残 額 の 一 部 を 当 該 納 付 に 充 て た と き は 、 当 該 充 て た 金 額 を 差 し 引 い た 金 額 ） に よ り 、

資 本 金 を 減 少 す る も の と す る 。  

（ 検 討 ）  

第 三 条  政 府 は 、 戦 後 強 制 抑 留 者 で 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 特 別 給 付 金 の 支 給 の 対 象 と な っ て い な い も の
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及 び 戦 後 強 制 抑 留 者 の 遺 族 、 旧 軍 人 軍 属 で あ っ て 年 金 た る 恩 給 又 は 旧 軍 人 軍 属 と し て の 在 職 に 関 連 す る 年

金 た る 給 付 を 受 け る 権 利 を 有 し な い 者 、 今 次 の 大 戦 の 終 戦 に 伴 い 本 邦 以 外 の 地 域 か ら 引 き 揚 げ た 者 等 に つ

い て 労 苦 に 報 い る 等 の た め の 方 策 に 関 し 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 総 務 省 設 置 法 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  総 務 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 四 条 中 第 八 十 八 号 を 第 八 十 八 号 の 二 と し 、 第 八 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

  八 十 八  戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第    号 ） 第 四 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 特 別 給 付 金 の 支 給 そ の 他 同 法 に 規 定 す る 措 置 に 関 す る こ と （ 他 の 行 政 機 関 の 所 掌 に 属 す

る も の を 除 く 。 ） 。  

 （ 独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  独 立 行 政 法 人 平 和 祈 念 事 業 特 別 基 金 等 に 関 す る 法 律 の 廃 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 百 十

九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

附 則 第 五 条 中 総 務 省 設 置 法 第 四 条 の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。  



 

一 〇  

第 四 条 第 八 十 八 号 の 二 を 削 る 。  

  



 

  一 一  

     理  由  
戦 後 強 制 抑 留 者 が 、 戦 後 、 酷 寒 の 地 に お い て 、 長 期 間 に わ た っ て 劣 悪 な 環 境 の 下 で 強 制 抑 留 さ れ 、 多 大 の

苦 難 を 強 い ら れ た こ と 、 そ の 間 に お い て 過 酷 な 強 制 労 働 に 従 事 さ せ ら れ 、 ま た 、 そ れ に も か か わ ら ず 当 該 強

制 労 働 に 対 す る 対 価 の 支 払 を 受 け て い な い こ と 等 の 特 別 の 事 情 に か ん が み 、 及 び 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 強 制

抑 留 の 実 態 が い ま だ 十 分 に 判 明 し て い な い 状 況 等 を 踏 ま え 、 戦 後 強 制 抑 留 者 に 係 る 問 題 に 関 し 、 特 別 給 付 金

の 支 給 、 調 査 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。  





 

  一 三  

   こ の 法 律 の 施 行 に 伴 い 必 要 と な る 経 費  

 こ の 法 律 の 施 行 に 伴 い 必 要 と な る 経 費 は 、 約 二 百 五 十 億 円 の 見 込 み で あ る 。  


